別記様式第３号（第５条関係）

介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費受領委任払用委任状

御嵩町長　　宛て
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
委 任 者（居宅要介護等被保険者）
年　　月　　日　

私は、裏面記載の確認事項を遵守し、介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費の受領に関する権限を次の者に委任します。

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　



受 任 者
　　私は、裏面記載の確認事項を遵守します。

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業者名称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　確認事項

１　受領委任払の対象者は、事業者に自己負担額を支払った日において御嵩町の被保険者であって、要介護又は要支援の認定を受け在宅で介護を受けており、介護保険料の滞納がなく、給付制限を受けていないこと。
２　住宅改修の工事内容については、居宅要介護等被保険者は、居宅介護支援事業者又は地域包括支援センターの担当ケアマネジャー、事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者と綿密に事前相談を行うこと。
３　事業者は、居宅要介護等被保険者の提示する介護保険被保険者証によって、御嵩町の被保険者であること、要介護又は要支援の認定を受けていること及び給付制限を受けていないことを確認すること。
４　住宅改修工事の完了後、居宅要介護等被保険者は受領委任払の利用に係る費用額明細書兼確認書に記載されている自己負担額を事業者へ支払うこと。
５　事業者は、住宅改修については、保険給付分を除いた自己負担額の支払いを居宅要介護等被保険者より受けるものとし、これを減免又は超過して費用を徴収しないこと。
６　事業者は、住宅改修に関しては、関係法令等を遵守すること。
７　事業者は、住宅改修を行う居宅要介護等被保険者が、可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、心身の状況及びそのおかれている環境を踏まえた適切な住宅改修が行えるよう調整、援助及び施工を行うとともに、住宅改修により居宅要介護等被保険者の日常生活の便宜を図り、居宅要介護等被保険者を介護する者の負担の軽減を図るよう努めること。
８　事業者は、住宅改修を行うにあたっては、御嵩町、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、その他保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めること。
９　住宅改修を前提として行われた設計及び積算の費用は、実際に住宅改修が行われた場合に対象費用に含むこと。事業者は、住宅改修に関する見積書の記載内容に変更が生じた場合は、速やかにその変更の内容を居宅要介護等被保険者及び御嵩町に報告すること。
１０　事業者は、住宅改修の施工により居宅要介護等被保険者に対して賠償すべき事態が発生した場合は、当事者間で協議のうえ関係法令等に従いその責任の範囲において、居宅要介護等被保険者にその損害を賠償すること。
１１　事業者は、住宅改修に関する記録を整備し、対象者から支払を受けた日の翌日から２年間保存すること。
１２　事業者は、町長から求められた場合は、帳簿書類等の提出に応じること。なお、関係法令等又はこの確認事項に違反し、その是正等について町長から指導を受けたときは、直ちにこれに従うこと。
１３　事業者は、居宅要介護等被保険者から苦情又は相談があった場合は、必要に応じて状況を詳細に把握し事実の確認を行うこと。なお、苦情に対しては、居宅要介護等被保険者の立場を考慮しながら事実関係の特定を慎重に行い、円滑かつ迅速に苦情処理を行うこと。
１４　事業者は、業務上知り得た情報を他へ漏らさないこと。

